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第６章 景観形成の実現に向けて（施策） 

「街なみ環境整備事業」による官民一体となった景観づくり  

景観は、官（行政）と民（地域住民や民間企業）の両方で一体となって進めていくことが

重要となります。景観づくりにおける官民連携では、景観計画による景観形成を行っていく

ことに加え、補助事業による整備などによる重点的な景観づくりも進めていくことができ

ます。 

景観計画区域内で使用することができる補助事業を活用した景観づくりの手法例として

「街なみ環境整備事業」を挙げます。 

 

【街なみ環境整備事業（令和 6年度時点での事業内容）】 

街なみ環境整備事業は、国土交通省による補助事業です。 

住宅が密集し、かつ生活道路などの地区施設が未整備であること、住宅などが良好な美観

を有していないことなどにより住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとう

るおいのある住宅地区の形成のため、地区施設の整備や、住宅及び生活環境施設の整備など

住環境の整備改善を行う地方公共団体や土地所有者などに対して助成される事業になりま

す。 

道路や公園などの公共施設の整備や修景をはじめ、コミュニティ施設などの生活環境施

設の整備や街なみ景観整備として住宅の修景などにも助成されるため、景観形成の方針に

沿った整備や修景に対して、「官」だけでなく「民」にも補助がつくことが特徴です。 

▲街なみ環境整備事業概要（引用：国土交通省パンフレットより） 

  


